
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
で

医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
自
己
負
担
額
が

高
額
に
な
っ
て
い
る
世
帯
の
負
担
軽
減

�

「
高
額
医
療
・
高
額
介
護
合
算
制
度
」
は
、
医
療
保
険
と
介
護
保
険
の
両
方
を
利
用
し
、

そ
の
自
己
負
担
額
が
高
額
に
な
っ
て
い
る
世
帯
の
負
担
を
軽
減
す
る
制
度
で
す
。

▼
問
合
せ　
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年
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グ
ル
ー
プ
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9
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5
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制度の概要
　1年間（前年8月1日から当年7月31
日、以下「計算期間」という）の医療
と介護の自己負担の合算額が算定基準
額（表1）を超えた場合、超えた部分
を支給します。
（表1）算定基準額

※�算定結果が500円以下の場合は支給でき
ません。
※�区分Ⅱ：世帯員全員が、住民税非課税の
場合。
※�区分Ⅰ：「区分Ⅱ」のうち、その世帯の
各所得が0円である場合。年金所得は、
所得控除を80万円として計算します。

　

平
成
25
年
度
分
（
平
成
25
年
8

月
か
ら
平
成
26
年
7
月
分
）
の
申

請
の
受
け
付
け
が
開
始
し
て
い
ま

す
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
世
帯
に
つ

い
て
は
、
平
成
26
年
12
月
以
降
に

申
請
の
案
内
を
送
付
し
ま
す
の

で
、
申
請
方
法
な
ど
を
ご
確
認
く

だ
さ
い
。

※
平
成
25
年
8
月
か
ら
平
成
26
年

7
月
の
間
に
加
入
し
て
い
る
医
療

保
険
の
種
類
が
変
更
に
な
っ
た
場

合
な
ど
、
お
知
ら
せ
で
き
な
い
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

制
度
の
趣
旨

　

医
療
保
険
で
は
医
療
費
の
自
己

負
担
額
に
つ
い
て
、
1
ヵ
月
ご
と

の
「
自
己
負
担
限
度
額
」
が
設
け

ら
れ
て
お
り
、
自
己
負
担
額
が
こ

の
限
度
額
を
超
え
た
場
合
、
超
え

た
部
分
が
高
額
療
養
費
と
し
て
支

給
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
介
護
保
険
で
も
同
様

に
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
費
の
自
己
負

担
額
に
つ
い
て
、
1
ヵ
月
ご
と
の

自
己
負
担
限
度
額
を
超
え
た
場

合
、
超
え
た
部
分
が
高
額
介
護
サ

ー
ビ
ス
費
と
し
て
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

し
か
し
、
医
療
と
介
護
の
両
方

が
重
な
っ
た
場
合
、
世
帯
の
負
担

は
大
き
く
な
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ

を
緩
和
す
る
目
的
で
平
成
20
年
4

月
に
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た
。

合
算
の
範
囲

　

基
準
日
（
計
算
期
間
の
末
日
、

通
常
7
月
31
日
）
時
点
で
加
入
し

て
い
る
医
療
保
険
の
世
帯
単
位

で
、
計
算
期
間
中
に
、
医
療
と
介

護
の
両
方
を
負
担
し
た
場
合
に
合

算
し
ま
す
。
な
お
、
入
院
の
際
の

食
事
代
や
差
額
ベ
ッ
ド
代
な
ど
は

対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

　

住
民
票
上
で
同
じ
世
帯
で
も
、

加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
が
異
な

る
と
き
は
、
別
世
帯
と
な
り
合
算

で
き
ま
せ
ん
。
（
図
1
）

　

ま
た
、
医
療
か
介
護
の
一
方
の

負
担
が
な
い
場
合
は
、
該
当
に
な

り
ま
せ
ん
。

申
請
窓
口

　

基
準
日
（
7
月
31
日
）
時
点
で

加
入
し
て
い
た
医
療
保
険
の
窓
口

で
申
請
し
ま
す
。

　

ま
た
、
計
算
期
間
内
に
被
保
険

者
資
格
を
喪
失
さ
れ
た
方
は
、
資

格
喪
失
日
前
日
に
加
入
し
て
い
た

医
療
保
険
の
窓
口
で
申
請
し
ま
す
。

　

播
磨
町
内
に
お
住
ま
い
の
後
期

高
齢
者
医
療
の
被
保
険
者
は
、
保

険
年
金
グ
ル
ー
プ
で
受
け
付
け
し

ま
す
。

申
請
に
必
要
な
も
の

・
被
保
険
者
証

・
印
鑑

・
振
込
先
口
座
を
確
認
で
き
る
も

の
（
通
帳
な
ど
）

・
加
入
す
る
医
療
保
険
ま
た
は
介

護
保
険
に
変
更
が
あ
っ
た
方
は

以
前
の
保
険
で
の
「
自
己
負
担

額
証
明
書
」

負担区分 算定基準額
現役並み所得者 67万円
一般 56万円
区分Ⅱ 31万円
区分Ⅰ 19万円

現行 法改正後

所得 区分 所得 区分 限度額

上位
所得者 A

旧ただし書き所得
901万円超 ア 252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

〔4ヵ月目～：140,100円〕

旧ただし書き所得
600万～901万円 イ 167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

〔4ヵ月目～：93,000円〕

一般 B

旧ただし書き所得
210万～600万円 ウ 80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

〔4ヵ月目～：44,400円〕

旧ただし書き所得
210万円以下 エ 57,600円

〔4ヵ月目～：44,400円〕

非課税 C 低所得者
（住民税非課税） オ 35,400円

〔4ヵ月目～：24,600円〕

<　4ヵ月目～　>：過去12ヵ月に高額療養費が発生した場合、4ヵ月目からの負担金額
旧ただし書所得＝※総所得金額等　－　基礎控除（33万円）
※�総所得金額等…前年の総所得金額と山林所得、株式の配当所得、土地・建物などの譲渡所得金額などの合
計。ただし、退職所得は含まず、雑損失の繰越控除は控除しません。

（図1）高額医療・高額介護合算制度
　　  における世帯

住民票上の世帯

住民票上の世帯

父
後期高齢者医療
被保険者

母
後期高齢者医療
被保険者

妻
社会保険の

被保険者（本人）世帯主
国保被保険者

高額医療・高額介護
合算制度における世帯

子（学生）
国保被保険者

子
社会保険の
被保養者

　

老
齢
ま
た
は
退
職
を
支
給
事
由

と
す
る
年
金
は
、
所
得
税
法
上
、

「
雑
所
得
」
と
し
て
所
得
税
お
よ

び
復
興
特
別
所
得
税
の
課
税
対
象

と
さ
れ
て
お
り
、
年
金
の
支
払
者

で
あ
る
日
本
年
金
機
構
は
、
年
金

の
支
払
の
際
に
は
、
所
得
税
を
源

泉
徴
収
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら

れ
て
い
ま
す
。
源
泉
徴
収
す
る
際

に
は
、
年
金
受
給
者
は
税
を
負
担

す
る
能
力
に
応
じ
た
課
税
と
な
る

よ
う
に
各
種
の
控
除
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
そ
の
控
除
を
受

け
る
際
に
は
、
控
除
額
の
算
出
の

た
め
に
年
金
受
給
者
の
方
か
ら

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
を
提
出

い
た
だ
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な

お
、
障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は

税
金
は
か
か
り
ま
せ
ん
。

▼
申
告
書
の
提
出
が
必
要
な
方

　

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
方

は
、左
記
の
金
額
の
老
齢
年
金
な
ど

を
受
け
取
ら
れ
た
方
で
す
。

・
65
歳
未
満
の
方
は
108
万
円
以
上

・
65
歳
以
上
の
方
は
158
万
円
以
上

　

所
得
税
の
課
税
対
象
と
な
る
方

に
は
「
平
成
26
年
分
公
的
年
金
等

の
受
給
者
の
扶
養
親
族
等
申
告
書

（
は
が
き
形
式
）
」
が
毎
年
10
月

下
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付

さ
れ
ま
す
。

　

お
手
元
に
届
い
た
「
扶
養
親
族

等
申
告
書
」
は
、
必
要
事
項
を
記

入
の
う
え
日
本
年
金
機
構
に
忘
れ

ず
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」
を
提

出
さ
れ
な
い
場
合
は
、
控
除
申
告

が
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
た

め
、
源
泉
徴
収
さ
れ
る
際
に
各
種

控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」

が
届
か
な
い
場
合
や
、
棄
損
ま
た

は
紛
失
さ
れ
た
場
合
な
ど
に
は
、

日
本
年
金
機
構
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
い
た
だ
く
か
（
申
告
書
を
プ

リ
ン
ト
ア
ウ
ト
す
る
こ
と
が
で
き

ま
す
）
、
お
近
く
の
年
金
事
務

所
、
ま
た
は
「
ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ

ル
」
☎
０
５
７
０
（
０
５
）

１
１
６
５
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

平
成
26
年
度

扶
養
親
族
等
申
告
書
の
提
出
に
つ
い
て

▼
問
合
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険
年
金
グ
ル
ー
プ
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０
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５
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５
８
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加
古
川
年
金
事
務
所
☎
０
７
９
（
４
２
７
）
４
７
４
３

年 金年年年年年 年 金金金金金年 金年 金年 金防災防災 コラムコラム

平成27年1月1日から70歳未満の
国民健康保険高額療養費制度が改正されます
▶問合せ　保険年金グループ☎０７９（４３５）２５８１

　平成27年1月1日から高額療養費制度（限度額認定証）の区分が下記の表のとおり変更されます。
　現在、限度額認定証をお持ちの方には平成26年12月の下旬に新しい限度額認定証を郵送します。平成27年1月
1日以降に医療機関にかかられるときは必ず窓口で新しい限度額認定証を提示してください。
　なお、70歳以上の方については、区分の変更はございません。

6
 広報はりま26.12   

7
 広報はりま26.12   



播磨町消防団

消防団年末特別警戒
　播磨町消防団では、年末の火災予防
運動に合わせ、12月26日（金）から
31日（水）までの間、夜間に各分団詰
所を拠点に年末特別警戒を実施し、夜
間パトロールなどを通じて「火の用
心」を呼び掛けます。

▶問合せ　危機管理グループ
☎０７９（４３５）０９９１

　播磨町では、災害に備えたご家庭での備蓄とし
て、食料品、生活必需品などを7日分確保いただく
ようお願いしています。

　これまで災害に備えた家庭内備蓄は3日分を目標
としてきました。それは、過去の災害では発災後3
日経てば道路状況も改善し、流通が回復することで
外部から物資が届くという経験からきています。
　しかし、東日本大震災では、被災地が広域にわた
ったことにより、長期にわたり物資が不足する状況
が続きました。今後30年以内の発生確率が60～70
％と言われている南海トラフ巨大地震に伴う災害で
は、被災する地域や人口は、さらに大きくなること
が想定され、物資が不足する状態も長期間継続する
ことが予想されます。
　このことから国や町では、災害に備えて家庭での
備蓄は、7日分が必要という認識に改めました。ま
た、播磨町は自己完結の災害対応を必要とされる可
能性が高いことからも、災害に備えた一人ひとりの
備蓄が重要となります。（自己完結の災害対応につ
いては、先月号のコラムをご参照ください）
　では、私たちはどうやって7日分もの備蓄を蓄え
ればいいのでしょうか？
　現実的な問題として、経済的な課題もありますし、
保管に必要なスペースも大きくなるでしょう。
　そこで考えられたのが「ローリングストック法」
とよばれるものです。難しそうな名称ですが、要は

「買いだめ・使い回し」です。
　普段の生活でレトルト食品やトイレットペーパー
を使用する分だけ、その都度購入される方は少ない
と思います。おそらくスーパーの特売日などに買い
だめされておられるのではないでしょうか。この買
いだめする量を増やし、日々これらを使いながら買
い足していくことで、常に在庫がある状態を作り出
し、この在庫を家庭内備蓄としても活用しよう、と
いうのがローリングストック法です。
　短期間しか保存できないものには不向きですが、
缶詰やレトルト食品、日用品など長期間保存できる
ものは、ぜひともこの「ローリングストック法」の
活用をご検討ください。経済的な負担やムダをでき
るだけ省き、普段の生活の延長線上に防災を位置付
けるという点で、有効な方法であると思います。

　播磨町では、平成26年3月に「播磨町備蓄計画」
を策定していますが、この計画には町の備蓄だけで
なく、ご家庭での備蓄物資の具体的な例示や「ロー
リングストック法」の詳しい内容についても記載し
ています。ぜひ一度ご覧ください。

関係ウェブサイト「播磨町備蓄計画」
http：//www.town.harima.lg.jp/kurashi/
kurashi_bosai/kurashi_bosai_bosai/
kurashi_bosai_bosai_bichiku.html

家庭での備蓄は何日分ぐらいで何が必要ですか？
▶問合せ　危機管理グループ☎０７９（４３５）０９９１

年 金年年年年年 年 金金金金金年 金年 金年 金防災防災 コラムコラム

　

「
楽
し
く
防
災
活
動
を
や
ろ

う
」
と
い
う
テ
ー
マ
の
も
と
、
多

彩
な
ア
イ
デ
ア
を
仕
掛
け
、
地
域

防
災
力
の
向
上
に
大
き
く
貢
献
し

て
い
る
加
古
川
グ
リ
ー
ン
シ
テ
ィ

防
災
会
の
会
長
を
お
招
き
し
て
、

講
演
会
を
開
催
し
ま
す
。
普
段
の

生
活
に
防
災
を
取
り
入
れ
た
「
生

活
防
災
」
を
中
心
と
し
た
興
味
深

い
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

本
講
演
会
は
、
地
域
防
災
力
の

向
上
を
図
る
こ
と
な
ど
を
目
的
と

し
て
、
開
催
す
る
も
の
で
す
が
、

一
般
の
方
も
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ

い
。

　

な
お
、
会
場
の
定
員
に
達
し
た

場
合
は
ご
入
場
い
た
だ
け
な
い
可

能
性
が
あ
り
ま
す
。

　

あ
ら
か
じ
め
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

▼
日
時　

12
月
13
日
㈯

午
前
10
時
～
正
午
（
受
付
開
始
9

時
30
分
）

▼
場
所　

中
央
公
民
館　

大
ホ
ー

ル▼
講
師　

大
西
賞
典
（
加
古
川
グ

リ
ー
ン
シ
テ
ィ
防
災
会　

会
長
）

楽
し
く
防
災
活
動
を
や
ろ
う

播
磨
町
自
主
防
災
組
織
合
同
研
修
会

▼
問
合
せ　

危
機
管
理
グ
ル
ー
プ
☎
0
7
9
（
4
3
5
）
0
9
9
1
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